
令 和 ７ 年
４月１日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
人
事
課
）
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山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
⚑
の
表
⚑
の
項
の
⑴
の
ウ
の
❠
中
「⚑

億
円

」
を
「⚒

億
円

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
⚒
の
表
中
「
中
山
間
地
域
づ
く
り
推
進
課
」
を
「
中
山
間
・
地
域
振
興
課
」
に
改
め
、

別
表
第
三
の
⚓
の
表
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
部
10
の
項
の
⑹
中
「⑸

」
を
「⑾

」
に
改
め
、
同
項
中
⑹

を
⑿
と
し
、
⑸
を
⑾
と
し
、
同
項
の
⑷
中
「措

置
命
令
、
事
業
の
停
止
命
令
又
は
解
散
命
令

」
を
「法
令
等
の
違
反
に
対
す
る
処
分

」
に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑽
と
し
、
⑽
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑼
共
済
事
業
等
に
係
る
監
督
上
の
処
分
（
法

第
94条
の
２
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
部
10
の
項
中
⑶
を
⑻
と
し
、
⑵
を
⑺
と
し
、
⑺
の
前
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑷
共
済
計
理
人
の
解
任
命
令
（
法
第
50条
の

13）

〇

⑸
業
務
の
停
止
等
の
命
令
（
法
第
53条

の
５
）

〇

⑹
共
済
調
査
人
の
選
任
等
及
び
解
任
（
法
第

53条
の
10第
１
項
、
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
部
10
の
項
中
⑴
を
⑶
と
し
、
⑶
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

⑴
業
務
改
善
命
令
（
法
第
12条
の
２
第
３
項

に
お
い
て
準
用
す
る
保
険
業
法
（
平
成
７
年

法
律
第
105号

）
第
306条

）

〇

⑵
共
済
契
約
の
募
集
の
停
止
の
命
令
（
法
第

12条
の
２
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保
険

業
法
第
307条

第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚓
の
表
人
権
対
策
室
の
部
⚓
の
項
中
「同

和
対
策

」
を
「部

落
差
別
（
同
和
問
題
）

」

に
改
め
、
別
表
第
三
の
⚔
の
表
薬
務
課
の
部
⚑
の
項
の
⑴
中
「第

⚘
条
第
⚓
項

」
を
「第

⚘
条
第
⚒

項

」
に
改
め
、
同
部
⚒
の
項
の
⑶
中
「第

12条

」
を
「第

12条
第
⚑
項
、
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
の

⑷
中
「第

⚓
項

」
を
「第

⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑾
中
「第

⚔
項

」
を
「第

⚖
項

」
に
改
め
、
同
項

の
⒀
中
「第

⚔
項

」
を
「第

⚖
項

」
に
改
め
、
同
項
⚪
中
「⚩

」
を
「⚫

」
に
改
め
、
同
項
中
⚪
を
⚬

と
し
、
⚩
を
⚫
と
し
、
⚨
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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⚩
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の

許
可
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
（
政
令

第
５
条
第
１
項
－
第
４
項
、
第
６
条
第
１
項

－
第
５
項
）

〇

保
健
所

⚪
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可

証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
（
政
令
第
12

条
第
１
項
－
第
４
項
、
第
13条
第
１
項
－
第

５
項
）

〇

保
健
所

別
表
第
三
の
⚔
の
表
薬
務
課
の
部
⚔
の
項
の
⑴
中
「第

⚔
項

」
を
「第

⚓
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶

中
「第

17条
第
⚑
項
、
第
⚒
項

」
を
「第

18条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
中
「及

び
製
造
業
者
等

の
処
分
に
係
る
具
申

」
を
削
り
、
「第

⚕
項

」
を
「第

⚔
項

」
に
改
め
、
同
部
⚖
の
項
中
「大

麻
取
締

法

」
を
「大

麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
の
取

消
し
等
（
法
第
12条
の
６
第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
薬
務
課
の
部
⚖
の
項
の
⑵
及
び
⑶
を
削
り
、
同
項
の
⑷
中
「か

ら
⑶
ま
で

」
を

削
り
、
同
項
中
⑷
を
⑵
と
し
、
同
部
⚗
の
項
の
⒃
中
「任

免
（
法
第
58条

の
17第

⚓
項

」
を
「任

命
（
法
第
58条

の
18第

⚓
項

」
に
改
め
、
同
部
⚘
の
項
中
「覚

せ
い
剤
取
締
法

」
を
「覚

醒
剤
取
締
法

」

に
改
め
、
同
項
の
⑴
及
び
⑵
中
「覚

せ
い
剤
施
用
機
関
等

」
を
「覚
醒
剤
施
用
機
関
等

」
に
改
め
、
同

項
の
⑶
中
「覚

せ
い
剤
及
び
覚
せ
い
剤
原
料

」
を
「覚

醒
剤
及
び
覚
醒
剤
原
料

」
に
、
「覚

せ
い
剤
施

用
機
関
等

」
を
「覚

醒
剤
施
用
機
関
等

」
に
改
め
、
同
項
の
⑷
中
「覚

せ
い
剤
及
び
覚
せ
い
剤
原
料

」

を
「覚

醒
剤
及
び
覚
醒
剤
原
料

」
に
、
「覚

せ
い
剤
施
用
機
関
等

」
を
「覚

醒
剤
施
用
機
関
等

」
に
改

め
、
同
項
の
⑸
及
び
⑹
中
「覚

せ
い
剤
原
料
取
扱
者
等

」
を
「覚

醒
剤
原
料
取
扱
者
等

」
に
改
め
、
同

項
の
⑺
及
び
⑻
中
「覚

せ
い
剤
製
造
業
者
等

」
を
「覚

醒
剤
製
造
業
者
等

」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
⚗

の
表
農
村
整
備
課
の
部
⚑
の
項
の
⛎
中
「⛍

」
を
「⛒

」
に
改
め
、
同
項
中
⛎
を
⛓
と
し
、
⚽
か
ら
⛍

ま
で
を
⛂
か
ら
⛒
ま
で
と
し
、
同
項
の
⚼
中
「第

125条
の
⚒

」
を
「第

125条

」
に
改
め
、
同
項
中
⚼

を
⛁
と
し
、
⒆
か
ら
⚻
ま
で
を
⚩
か
ら
⛀
ま
で
と
し
、
同
項
の
⒅
中
「第

87条
の
⚒
第
⚘
項

」
を
「第

87条
の
⚒
第
⚘
項
、
法
第
88条

の
⚒

」
に
改
め
、
同
項
中
⒅
を
⚨
と
し
、
⒁
か
ら
⒄
ま
で
を
⒆
か
ら
⚧

ま
で
と
し
、
⒆
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒅
所
属
土
地
改
良
区
の
合
併
に
伴
う
土
地
改

良
区
連
合
の
解
散
等
の
認
可
（
法
第
83条
の

２
第
２
項
、
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚗
の
表
農
村
整
備
課
の
部
⚑
の
項
中
⒀
を
⒄
と
し
、
⑽
か
ら
⑿
ま
で
を
⒁
か
ら
⒃
ま
で

と
し
、
⒁
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑽
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
の
計
画
等
の
認

可
（
法
第
57条
の
９
第
１
項
）

〇

⑾
連
携
管
理
保
全
計
画
等
の
認
可
（
法
第
57

条
の
11第
１
項
）

〇

⑿
解
散
命
令
に
よ
つ
て
解
散
し
た
場
合
の
財

産
処
分
の
方
法
等
の
認
可
（
法
第
71条
の
７

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
69条
第
１
項
）

〇

⒀
解
散
命
令
に
よ
つ
て
解
散
し
た
場
合
の
決

算
報
告
の
認
可
（
法
第
71条
の
７
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
71条
）

〇

別
表
第
三
の
⚗
の
表
畜
産
振
興
課
の
部
14
の
項
の
⑵
中
「第

39条
第
⚔
項

」
を
「第

39条
第
⚖
項

」

に
改
め
、
同
項
の
⑶
中
「第

40条
の
⚕
第
⚔
項

」
を
「第

40条
の
⚕
第
⚖
項

」
に
改
め
、
同
表
森
林
整

備
課
の
部
中
12
の
項
を
13
の
項
と
し
、
⚗
の
項
か
ら
11
の
項
ま
で
を
⚘
の
項
か
ら
12
の
項
ま
で
と
し
、

⚖
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土
等
規
制

法
（
昭
和
36年
法

律
第
191号

。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
係
る
勧
告
及
び

命
令
（
法
第
27条
第
３
項
、
第
４
項
）

○

⑵
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
係
る
監
督
処
分

（
法
第
39条
第
１
項
－
第
６
項
）

〇

⑶
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
係
る
防
災
措
置

の
勧
告
（
法
第
41条
第
２
項
）

〇

⑷
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
係
る
改
善
命
令

（
法
第
42条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⑸
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
の
⑷
中
「第

⚖
条
第
⚑
項
第
⚔
号

」
を
「第

⚖
条
第

⚑
項
第
⚓
号

」
に
改
め
、
同
項
中
⛔
を
⛖
と
し
、
同
項
の
⛓
中
「別

表
第
一
の
⚘
の
表
二
十
二
の
項
の

備
考
⚒
の
一
及
び
⚓

」
を
「（

昭
和
31年

山
口
県
条
例
第
⚑
号
）
別
表
一
の
⚘
の
表
二
十
二
の
項
の
備

考
⚖
の
一
及
び
⚗

」
に
改
め
、
同
項
中
⛓
を
⛕
と
し
、
⒄
か
ら
⛒
ま
で
を
⒆
か
ら
⛔
ま
で
と
し
、
同
項

の
⒃
中
「第

18条
第
25項

」
を
「第

18条
第
41項

」
に
改
め
、
同
項
中
⒃
を
⒅
と
し
、
⒅
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

⒄
安
全
上
、
防
火

上
及
び
避
難
上
の

基
準
に
適
合
し
な

い
旨
の
通
知
（
法

第
18条
第
40項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
等
に
係
る
も

の

〇

出
先
機
関
に
お
い
て
取

り
扱
う
建
築
物
等
に
係

る
も
の

〇

土
木
事

務
所

二
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別
表
第
三
の
⚘
の
表
建
築
指
導
課
の
部
⚑
の
項
の
⒂
中
「第

18条
第
24項

第
⚑
号

」
を
「第

18条
第

38項
第
⚑
号

」
に
改
め
、
同
項
中
⒂
を
⒃
と
し
、
⒁
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒂
建
築
基
準
関
係

規
定
に
適
合
し
な

い
旨
の
通
知
（
法

第
18条
第
19項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
等
に
係
る
も

の

〇

出
先
機
関
に
お
い
て
取

り
扱
う
建
築
物
等
に
係

る
も
の

〇

土
木
事

務
所

別
表
第
三
の
⚘
の
表
建
築
指
導
課
の
部
10
の
項
の
⑴
中
「第

12条
第
⚑
項

」
を
「第

11条
第
⚑
項

」

に
、
「第

13条
第
⚒
項

」
を
「第

12条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「第

14条
第
⚑
項

」
を
「第

13条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
及
び
⑷
を
削
り
、
同
項
の
⑸
中
「第

21条
第
⚑
項
、
第
43条

第
⚑

項

」
を
「第

15条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑸
を
⑶
と
し
、
同
項
の
⑹
中
「第

35条
第
⚑
項

」
を

「第
30条

第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑹
を
⑷
と
し
、
同
項
の
⑺
中
「第

35条
第
⚓
項

」
を
「第

30条
第
⚓
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑺
を
⑸
と
し
、
同
項
の
⑻
中
「第

36条
第
⚑
項

」
を
「第

31条
第
⚑
項

」

に
改
め
、
同
項
中
⑻
を
⑹
と
し
、
同
項
の
⑼
中
「第

37条
」
を
「第

32条

」
に
改
め
、
同
項
中
⑼
を
⑺

と
し
、
同
項
の
⑽
中
「第

38条

」
を
「第

33条

」
に
改
め
、
同
項
中
⑽
を
⑻
と
し
、
同
項
の
⑾
中
「第

39条

」
を
「第

34条

」
に
改
め
、
同
項
中
⑾
を
⑼
と
し
、
同
項
の
⑿
及
び
⒀
を
削
り
、
同
項
の
⒁
中

「⒀

」
を
「⑼

」
に
改
め
、
同
項
中
⒁
を
⑽
と
し
、
同
部
11
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

11
宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土
等
規
制

法
（
昭
和
36年
法

律
第
191号

。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
の
指
定
等

（
法
第
10条
第
1項
、
第
2項
）
〇

⑵
宅
地
造
成
等
工

事
規
制
区
域
内
に

お
け
る
工
事
の
中

間
検
査
（
法
第
18

条
第
1項
、
第
2

項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱

う
工
事
に
係
る
も
の

〇

出
先
機
関
に
お
い
て
取

り
扱
う
工
事
に
係
る
も

の

〇
土
木
事

務
所

（
防
府

土
木
建

築
事
務

所
、
下

関
土
木

建
築
事

務
所
、

長
門
土

木
建
築

事
務
所

及
び
萩

土
木
建

築
事
務

所
を
除

く
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

⑶
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
に
係
る
監
督

処
分
（
法
第
20条
第
1項
－
第
6項
）

〇

⑷
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
に
係
る
防
災

措
置
の
勧
告
（
法
第
22条
第
２
項
）

〇

⑸
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
に
係
る
改
善

命
令
（
法
第
23条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⑹
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
の
指
定
等
（
法
第

26条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⑺
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
係
る
勧
告
及
び

命
令
（
法
第
27条
第
３
項
、
第
４
項
）

〇

⑻
特
定
盛
土
等
規

制
区
域
内
に
お
け

る
工
事
の
中
間
検

査
（
法
第
37条
第

１
項
、
第
２
項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱

う
工
事
に
係
る
も
の

〇

出
先
機
関
に
お
い
て
取

り
扱
う
工
事
に
係
る
も

の

〇

土
木
事

務
所

⑼
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
係
る
監
督
処
分

（
法
第
39条
第
１
項
－
第
６
項
）

〇

⑽
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
係
る
防
災
措
置

の
勧
告
（
法
第
41条
第
２
項
）

〇

⑾
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
に
係
る
改
善
命
令

（
法
第
42条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⑿
造
成
宅
地
防
災
区
域
の
指
定
及
び
指
定
の

解
除
（
法
第
45条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⒀
造
成
宅
地
防
災
区
域
に
係
る
防
災
措
置
の

勧
告
（
法
第
46条
第
２
項
）

〇

⒁
造
成
宅
地
防
災
区
域
に
係
る
改
善
命
令

（
法
第
47条
第
１
項
、
第
２
項
）

〇

⒂
⑴
か
ら
⒁
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
建
築
指
導
課
の
部
12
の
項
の
⑴
中
「、

第
68条

の
69第

⚓
項
第
⚕
号
イ

」
を
削

り
、
同
項
の
⑵
中
「、

第
68条
の
69第
⚓
項
第
⚖
号

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

山 口 県 報令和７年４月１日 火曜日 （号 外−23）

三

令和７年４月１日 火曜日 山 口 県 報 （号 外−23）
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七
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行
人

山
口
県
知
事


